
 

 

北杜市役所 
子育て政策課（本庁舎 西館１階） 

 
住 所：〒408-0188 

      山梨県北杜市須玉町大豆生田961番地1 

電 話：0551-42-1332 

F A X ：0551-42-2335 

 

◆ 保育料・副食費(※)第2子以降無料 第2子以降の児童が対象 ※副食費月額上限4,500円 

◆ 子どもの医療費無料  １８歳の年度末まで入院時の食事代（標準負担額分）も対象 

◆ 子育て応援金の支給      新生児一人につき子育て応援金を支給 

◆ チャイルドシート購入補助  2万円を上限に購入費の50％を補助 

 ◆ 保育施設  認可保育園1１園、認定こども園４園、地域型保育事業３園 

       休日保育、一時保育、病児・病後児保育など利用状況にあわせた保育も実施 

 ◆ 放課後児童クラブ      市内1３施設 小学6年生まで受け入れ 

 ◆   ファミリー・サポート・センター 子育てを地域で支えます。 

 ◆ つどいの広場・子育て支援センター 市内7ヶ所 子育ての仲間づくりから育児の相談まで！ 

 ◆ 児童・家庭相談室 子育ての悩みや虐待、ＤＶ等、人目を気にすることなく安心して相談できます。 

 ◆ 児童館 18歳までの子どもは誰でも利用できます。 

 ◆ 放課後子ども教室（ワクワク教室） 安全・安心な放課後の遊び場を提供します。 

 ◆ 子育て支援住宅 市内３棟（須玉・大泉・武川） 

    ミキハウス子育て総研(株)「子育てにやさしい住まいと環境」認定住宅 

 ◆ 原っぱ教育の推進 夢を持ち、未来を切り拓く、心身ともにたくましい北杜っ子を育てます。 

 ◆ 教育ファーム  栽培から食べるまでの一貫した食育の推進をしています。 

 ◆ ハッピーワーク ハローワークと連携し、就業支援を行うため、市役所内で開設しています。 

北杜市独自の支援で 子どもが多くても安心！ 

働くお父さん・お母さんも安心！ 

悩みを解消 楽しく子育て！ 

放課後も安心！ 

その他にも･･･ 

URL:http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/kosodate 

詳細はHPを 

ご覧ください 

    ☛ 

お問い合わせ先・申請窓口 

令和5年4月作成 

北杜市子育て世代マイホーム補助金 

住宅の新築 ・ 購入 新築 最大１５０ 万円  中古 最大１００ 万円 

増築 ・ リフォーム 最大１００ 万円 

住宅ローン利子補給 最大 ２０ 万円（５年間） 

     応募〆切：令和６年１２月２０日（金） 

「子育てするなら北杜」 

 北杜市では、子どもの未来を拓くまちづくりを進めるため、子育て中またはこれから子育てを始める

世帯の定住を目指し、市内への住宅の新築・購入や、リフォームを支援します。 

実相寺の桜と甲斐駒ヶ岳    

明野のひまわり畑 

尾白川渓谷千ヶ淵 

みずがき山公園     八ヶ岳レインボーライン 

清春芸術村 

東沢大橋 小海線 



※ いずれの事業も、申請者は、申請建物の所有者である必要があります。 

➀ ア～エのいずれかに該当する子育て世帯であること。 

 ア 中学生以下の子どもと同居している世帯 

 イ 申請する方若しくは同居する配偶者が妊娠中の世帯 

 ウ 補助金交付申請後、子どもを出産し、育てる予定の世帯 

 エ 1年以内に婚姻することを誓約する方 

② 申請する方が50歳未満であること。申請する方に配偶者または婚姻誓約者がいる場合は、 

  夫婦いずれも50歳未満であること。 

③   市内に住所を有する世帯または市内に定住する意志をもって転入する予定の子育て世帯 

④ 申請する住宅に補助金交付後10年以上定住する子育て世帯 

⑤ 行政区に加入をするまたは地域の活性化の推進に協力する意志を有する子育て世帯 

⑥ 市区町村民税等を滞納していない子育て世帯（転入者においては、前住所地において） 

※申請に際しては、必ず、北杜市子育て世代マイホーム補助金交付要綱をご確認ください。 

※補助金交付後１０年以内に、対象住宅を取り壊し、売買、譲渡、賃貸した場合や、北杜市外に転出した 

 場合などには、補助金の返還請求の対象となりますので、ご注意ください。 

 

 

 

① 契約締結後、市へ事業計画書を提出します。⇒事業計画が承認されると、事業承認書が届きます。 

② 住宅の完成後または取得後、市へ補助金交付申請書を提出します。 

  ⇒審査後、交付決定通知が届きます。補助金交付日は決定通知にてお知らせします。 

 

◆ 補助金の種類 申請できるのは、以下の①～③のいずれか１種類となります。 

新築・建売・中古住宅（居住用部分の面積が50㎡以上）が対象となります。 
土地の購入費や車庫、倉庫等の付属施設は対象外です。 

 対  象 

住宅の建築費または購入費の10％とし、中学生以下の子どもがいる場合は１人あたり 
10万円を加算しますが、限度額は新築・建売は150万円、中古住宅は100万円です。 

 交付額 

 対  象 

 交付額 

新築・増築・リフォーム・建売・中古住宅で、住宅ローンを利用した住宅が対象となります。        

住宅ローンの利子相当額とし、限度額は年20万円です。 
交付期間は、補助金交付決定後５年間です。 

 対  象 

 交付額 

増築またはリフォームをする住宅（居住用部分の増築・リフォーム面積が50㎡以上）が 

対象となります。 

増築またはリフォーム費の50％とし、中学生以下の子どもがいる場合は１人あたり 
10万円を加算しますが、限度額は100万円です。 

 期  限  契約締結後1年以内に事業計画書を提出する必要があります。 

 期  限  令和６年１２月20日までに事業計画書を提出する必要があります。 

 期  限  契約締結後1年以内に事業計画書を提出する必要があります。 

◆ 申請する方の要件 補助金の交付を受けられるのは、次の①～⑥の全てに該当する方です。 

◆ 助成期間 令和６年度までの５年間を予定しています。 

◆ 補助金交付までの流れ 

 

平成27年４月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結した北杜市内に建築する1戸建て
住宅で、申請者が居住する部分が対象となります。 

  ① 子育て住宅購入費補助事業 

  ② 子育て住宅ローン利子補給事業 

  ③ 子育て住宅リフォーム費補助事業 

Ｑ：この補助金の交付を受けた場合、税金はかかりますか？ 

Ａ：補助金を受領した日の属する年分の一時所得又は雑所得として確定申告をしていただく   

  必要があります（受領した補助金の額が「収入金額」となります）。 

  住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は家屋の取得価額（増改築等の費用の額）から、 

  受領した補助金の額を差し引く必要があります。 

  詳しくは、税務署にご確認ください。 

◆ Ｑ＆Ａコーナー 

Ｑ：親と共有名義で住宅を取得しましたが、対象になりますか？ 

Ａ：補助申請者が持分を有していれば対象となります（建物の登記が必要です）。 

  補助金の額は、申請者が居住用に供する面積に基づき按分して計算します。 

 

Ｑ：息子家族と同居するために、増改築をしようと考えています。対象になりますか？ 

Ａ：増改築する部分が、息子さんの所有であれば対象となります。 

 

Ｑ：店舗と併設した住宅を新築しようと考えています。対象になりますか？ 

Ａ：居住部分のみ対象となります。 

 

Ｑ：補助の対象となるのは、建物のみですか？ 

Ａ：土地や車庫・倉庫などの附帯建物、外構工事は対象となりません。居住部分の住宅のみ 

  対象となります。 

 

Ｑ：子ども部屋を増築したいのですが、50㎡を超えません。対象になりますか？ 

Ａ：子育て住宅ローン利子補給事業は面積要件がないので、対象となります。 

 

Ｑ：契約後1年が経過してからこの制度を知りましたが、対象になりませんか？ 

Ａ：子育て住宅購入費補助事業と子育て住宅リフォーム費補助事業は対象となりませんが、 

      子育て住宅ローン利子補給事業は対象となります。ただし、平成27年4月1日以降 

  契約のものに限ります。 

 

Ｑ：住宅と土地を一括購入しましたが、契約書では住宅部分の価格がわかりません。 

  どうしたらいいですか？ 

Ａ：契約書以外に、住宅部分の価格がわかる書類を提出してください。 

Ｑ：現在市外に住んでいるのですが、北杜市に住宅を新築しようと考えています。 

  補助金交付の対象となりますか？ 

Ａ：申請する住宅に、定住する意志を持って転入されるのであれば対象となります。 

  また、もともと市内に住所を有している世帯も対象となります。 

 

Ｑ：事業計画書の提出時は４９歳でしたが、補助金交付申請時には５０歳になっています。 

  対象になりますか？ 

Ａ：対象になりません。補助金交付申請書の提出時点の年齢を基準とします。 

 

 

   補助金の対象について 

   申請する方の要件について 

   税との関連について 


